宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱
平成22年４月20日告示第101号
改正　平成23年７月１日告示第 91 号
　　　改正　平成24年５月１日告示第100号
　　　改正　平成30年４月４日告示第168号
改正　令和６年５月10日告示第112号
  （趣旨）
第１条  この告示は、有害鳥獣による農作物等の被害防止対策を図るため、電気牧柵、侵入防止柵等の資材を購入する農業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、宮古市補助金交付規則（平成17年宮古市規則第67号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
  （補助金の交付対象者等）
第２条  補助金の交付対象者は、宮古市に住所を有する農業者又は農業者が組織する団体とする。
２  補助金の交付の対象となる経費は、電気牧柵、侵入防止柵等の導入に要する経費（設置費用は除く。）とする。
３  補助対象経費に関し、国、県又は市の他の補助金の交付を受ける場合は、交付の対
象としない。
４  補助金の額は、第２項に規定する経費の３分の２以内の額とし、百円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。
  （交付申請）
第３条　補助金の交付を申請しようとする者（以下「申請者」という。）は、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。
  （交付の決定）
第４条  市長は、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。
  （交付決定内容の変更、中止又は廃止）
第５条　補助金の交付決定通知を受けた申請者が、補助金の交付決定内容を変更し、中止し、又は廃止する場合は、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金変更（中止、廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出しなければならない。
２  前項の規定は、規則第８条第１項の規定による取下げについて準用し、その際の取下げ期日は、補助金の交付決定通知を受領した日から起算して15日以内とする。
  （決定の取消し又は変更の通知）
第６条  規則第９条、第12条及び第17条の規定による補助金の交付決定の取消し又は変更の通知は、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金取消（変更）通知書（様式第４号）により行うものとし、規則第９条及び第17条の規定による取消し又は変更の場合においては、当該取消し又は変更の日から起算して15日以内に行うものとする。
（実績報告）
第７条　規則第13条の規定による報告は、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金事業完了実績報告書（様式第５号）によるものとする。
（補助金の額の確定）
第８条　規則第14条の規定による通知は、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金額確定通知書（様式第６号）によるものとする。

（請求書等の様式）
第９条　規則第16条の請求は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
(1)　規則第16条本文に定める補助金請求の場合
　ア　宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付請求書（様式第７号）
(2)　規則第16条ただし書に定める補助金請求の場合
ア　宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金前金払（概算払）請求書(様式第８号)
イ　その他市長が必要と認めるもの

  （補則）
第10条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
      附  則
  この告示は、平成22年４月20日から施行する。
　　　附　則
　この告示は、平成23年７月１日から施行し、平成23年４月１日から適用する。
附　則
１　この告示は、平成24年５月１日から施行する。
２　この告示による改正後の宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱第２条の規定は、平成24年度分の補助金から適用し、平成23年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
附　則
１　この告示は、平成30年４月４日から施行する。
２　この告示による改正後の宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年度分の補助金から適用し、平成29年度以前の年度分の補助金については、なお従前の例による。
　　　附　則
　　この告示は、令和６年５月10日から施行する。
様式第１号（第３条関係）
年 　月 　日　
  宮古市長　　あて
住所
氏名                        　
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書
　　年度において、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱第３条の規定により、次のとおり補助金の交付を申請します。
記
１  補助金交付申請額                       円
２  事業計画
（１）事業の目的
（２）事業の実施場所
	事 業 実 施 場 所
	面  積（㎡）
	事業着工（予定）年月日
	事業完了（予定）年月日

	
	
	
	


（３）事業内容（規格及び規模等）
	資  材  名
	規  格
	数  量
	単価（円）
	購入金額（税込み）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


（４）経費の配分及び負担区分
	事業費（円）
	負    担    区    分
	備  考

	
	市補助金額（円）
	自己負担額（円）
	

	
	
	
	


３  添付書類
（１）見積書
（２）位置図
様式第２号（第４条関係）
宮古市指令第　号  
住 所
氏 名　　　　　　　　　　   
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付決定通知書
年　  月　  日付けで交付申請のあった宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金について、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱第４条の規定により、次の条件を付けて　　    年度補助金　　　       　円を交付することに決定したので通知します。
年　  月  　日
宮古市長　　　　　　　　印
記
１  補助金交付の対象者、事業内容等は、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付申請書に記載のとおりとする。
２  申請者は、宮古市補助金交付規則、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱に従わなければならない。
３  申請者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を、補助事業終了の翌年度から起算して５年間整備保管しなければならない。
様式第３号（第５条関係）
年　　月　　日　
宮古市長  　あて
住 所
氏 名　　　　　　　　　　  　
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金変更（中止、廃止）申請書
　　年　  月  　日付け宮古市指令第　  号で補助金の交付の決定の通知があった宮古市有害鳥獣被害防止対策事業に係る補助事業の事業計画を、次のとおり変更（中止、廃止）したいので、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱第５条の規定により、関係書類を添えて申請します。
記
１  変更（中止、廃止）の理由
２  変更計画の内容
（１）補助金交付申請額      （           円）               円
（２）事業内容
	事業実施場所
	事業内容
	事業費（円）
	事業着工（予定）年月日
	事業完了（予定）年月日

	（        ）
	 （     ）
	（      ）
	 （          ）
	 （          ）


（３）経費の配分及び負担区分
	事業費（円）
	負  担  区  分
	備  考

	
	市補助金額（円）
	自己負担額（円）
	

	（        ）
	  （            ）
	  （            ）
	


備考　変更前と変更後を容易に比較対照できるように変更前を括弧書きで上段に記載すること。
３  添付書類
      請求書又は領収書の写し
      完成位置図及び完成写真（施行前、施工中、施工後）
様式第４号（第６条関係）
宮古市指令第　号  
住 所
氏 名　　　　　　　　　　  　
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付決定取消（変更）通知書
年　  月  　日付け宮古市指令第　  号で交付決定の通知をした　    年度宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金について、宮古市補助金交付規則第９条、第12条及び第17条の規定により次のとおり取消（変更）したので、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱第６条の規定により通知します。
年  　月  　日
宮古市長　　　　　　　　印
１  取消しの場合（規則第９条関係及び第17条関係）
（１）取消理由      
（２）取消金額　　　　　　　　　　円
  補助金交付決定済額              円
  取消金額                        円
２　変更の場合（規則第12条関係）
（１）変更理由
（２）補助金交付決定額　　　　　　円
補助金交付決定済額              円
        今回増減額                      円
様式第５号（第７条関係）
年　　月　　日
宮古市長　  あて
住 所
氏 名　　　　　　　　　　　
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金事業完了実績報告書
年　月　日付け　　　第　　号で補助金の交付の通知があった　　年度宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金について、その事業が完了したので、宮古市補助金交付規則第１３条の規定により、関係書類を添えて、次のとおり報告します。
記
１  補助金交付決定額及び精算額
補助金交付決定額　　  金　　　　　　円
前回までの受領額済　  金　　　　　　円
補助金精算額　　　　  金　　　　　　円
２  事業実績
（１）事業の内容
	事業実施場所
	事業内容
	事業費（円）
	事業着工
年月日
	事業完了
年月日

	
	 
	
	  
	 


（２）経費配分及び負担区分
	事業費（円）
	負  担  区  分
	備  考

	
	市補助金額（円）
	自己負担額（円）
	

	
	 
	 
	


３  添付書類
　    請求書又は領収書の写し
  完成位置図及び完成写真（施行前、施工後）
様式第６号（第８条関係）
宮古市指令第　号  
住 所
氏 名　　　　　　　　　　   
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金額確定通知書
　　　　　年　　月　　日付け　　 第　　号で実績報告のあった宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金事業については、宮古市補助金交付規則第１４条の規定により、下記のとおり確定したので通知します。
　　　　年　　月　　日
宮古市長　　　　　　　　印
確定補助金額　　金　　　　　　円

様式第７号（第９条関係）
年　　月　　日
宮古市長　  あて
住 所
氏 名　　　　　　　　　　    　
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付請求書
年　  月  　日付け宮古市指令第　  号で補助金の交付の決定の通知があった
年度宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金について、宮古市補助金交付規則第１６条の規定により、次のとおり補助金の交付を請求します。
請求額　　金　　　　　　　円
　　
補助金交付決定額　　金　　　　　　　円
様式第８号（第９条関係）
年　　月　　日
宮古市長　  あて
住 所
氏 名　　　　　　　　　　    　
宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金前金払（概算払）請求書
年　  月 　 日付け宮古市指令第　  号で補助金の交付の決定の通知があった　    年度宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金について、宮古市有害鳥獣被害防止対策事業費補助金交付要綱第９条の規定により、次のとおり補助金の前金払（概算払）を受けたいので、次のとおり請求します。
記
１  請求額　　　金　　　　　　　円
補助金交付決定額　　　金　　　　　　　円
前回までの受領額済　　金　　　　　　　円
今回請求額　　　　　　金　　　　　　　円
差引き残額　　　　　　金　　　　　　　円
２  今回請求分事業計画
（１）事業の内容
	事業実施場所
	事業内容
	事業費（円）
	事業着工（予定）年月日
	事業完了（予定）年月日

	
	 
	
	  
	  


（２）経費配分及び負担区分
	事業費（円）
	負  担  区  分
	備  考

	
	市補助金額（円）
	自己負担額（円）
	

	
	  
	 
	


３  前金払（概算払）の理由
